暴力団の排除に関する誓約書


兵庫県暴力団排除条例（平成２２年条例第３５号。以下「条例」という。）を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約します。


記


１　条例第２条第１項に規定する暴力団、又は第３号に規定する暴力団員に該当しないこと。

２　兵庫県暴力団排除条例施行規則（平成２３年公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。

３　契約の履行にかかる業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、前２項に該当する者をその受託者としないこと。

４　上記１、２及び３に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
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